
1 

 

令和８年度湯前町ライフデザイン・結婚支援重点推進事業業務委託プロポーザル実施要領 

 

１ 業務概要 

（１） 目的 

この実施要領は、湯前町ライフデザイン・結婚支援重点推進事業業務（以下「本業務」とい

う。）の契約の相手方となる事業者をプロポーザル方式（以下「本プロポーザル」という。）

により選定するために必要な事項を定める。  

（２） 業務の名称 

  令和８年度湯前町ライフデザイン・結婚支援重点推進事業業務 

（３） 業務の内容 

別添の「令和８年度湯前町ライフデザイン・結婚支援重点推進事業業務委託仕様書（以下

「仕様書」という。）によるものとする。 

（４） 業務期間 

  契約締結の日から令和９年２月２６日（金）まで 

（５） 委託上限額 

金１，４５２，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※ただし、この金額は、提案内容の規模を示すものであり、契約時の予定価格を示すもの

ではないことに留意すること。 

 

２ プロポーザルの概要 

（１） 名称 

令和８年度湯前町ライフデザイン・結婚支援重点推進事業業務委託プロポーザル 

（２） 選定方法 

  応募者からのプレゼンテーション等をもとに、本業務に適した受託予定者１者を選定す

るものとする。ただし、応募者が３者以上の場合は、一次審査（書類審査）を行ったのち

二次審査（プレゼンテーション審査）となる。 

（３） スケジュール 

  本業務に係るスケジュールは以下のとおりとする。  
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実 施 内 容 実施期間または期日 

① プロポーザル実施の公表（公示） 令和 8 年 6 月 22 日（月） 

② 質問書の提出期限 令和 8 年 6 月 26 日（金） 

③ 質問書の回答期限 令和 8 年 6 月 30 日（火） 

④ 参加表明書等の提出期限 令和 8 年 7 月 6 日（月） 

⑤ 企画提案書等の提出期限 令和 8 年 7 月 10 日（金） 

⑥ 書類審査（応募多数の場合のみ実施） 令和 8 年 7 月 14 日（火） 

⑦ プレゼンテーション 令和 8 年 7 月中旬予定 

⑧ 審査結果の通知 審査後速やかに通知 

⑨ 業務請負に係る協議・契約締結 令和 8 年 8 月旬上旬予定 

 

（４） 主管課 

  湯前町役場 企画観光課 地域振興係 担当：射場（いば） 

〒868-0621 熊本県球磨郡湯前町 1989 番地 1 

        電 話 番 号：0966-43-4129（直通）／Ｆ Ａ Ｘ 番 号：0966-43-3013 

メールアドレス：iba-e@town.yunomae.lg.jp 

 

３ 参加資格要件 

 本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる参加要件を全て満たしていること。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者で

ないこと。 

（２） 国税及び地方税に滞納がないこと。 

（３） 湯前町及び他の地方公共団体において指名停止期間中又は入札参加資格停止中でない

こと。 

（４） 湯前町暴力団排除条例（平成２３年湯前町条例第１７号）に規定する暴力団員等でな

いこと及び暴力団員等との関係を有していない者であること。 
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（５） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再

生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者

でないこと。 

（６） 会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は破産法（平成１６年法律

第７５号）に基づく破産の申立てがなされている者でないこと。 

（７） 熊本県内に事業所又は営業所を有すること。また、熊本県内の営業所配置の社員を本

業務担当者として配置すること。 

（８） 熊本県内の自治体で同種委託等の受託実績があること。 

 

４ 公募期間 

令和 8 年６月 22 日（月）から令和 8 年 7 月 6 日（月）まで 

 

５ プロポーザルに係る実施要領等の配布について 

  実施要領等については、以下の方法により入手すること。なお、郵送による配布は行わ

ない。 

（１） 配布期間 

令和 8 年 6 月 22 日（月）から令和 8 年 7 月 6 日（月）まで（閉庁日を除く）の午前

8 時 30 分から午後 5 時 00 分まで。 

（２） 配布場所 

・湯前町ホームページから資料をダウンロード 

・湯前町企画観光課窓口による配布  ※２（４）主管課参照 

（３） 配布資料 

① 湯前町ライフデザイン・結婚支援重点推進事業業務委託プロポーザル実施要領 

② 湯前町ライフデザイン・結婚支援重点推進事業業務委託仕様書 

③ 質問書（様式第 1 号） 

④ 参加表明書（様式第 2 号） 

⑤ 会社概要（様式第 3 号） 

⑥ 企画提案書（様式第 4 号） 
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⑦ 参加辞退届（様式第 5 号） 

⑧ 類似業務実績書（様式第 6 号） 

 

６ 参加表明書等について 

このプロポーザルに参加を希望する場合は、次に定める書類等を提出すること。 

（１） 提出書類 

① 参加表明書（様式第２号） 

② 会社概要（様式第３号） 

③ 登記事項証明書（３か月以内に発行されたもの。写し可。） 

④ 国税及び地方税の未納がない証明書又は納税通知書（３か月以内に発行されたもの。写

し可。） 

⑤ 同種委託の受託実績が分かる資料（類似業務実績書）（様式第６号） 

（２） 提出期限 

令和 8 年 7 月 6 日（月）午後５時 00 分必着 

（３） 提出先 

  湯前町役場 企画観光課 地域振興係  ※２（４）主管課参照 

（４） 提出方法 

提出先に郵送（簡易書留）又は開庁日に持参すること。 

持参の場合は午前 8 時 30 分から午後 5 時 00 分まで（閉庁日を除く）受け付ける。 

（５） 参加資格要件の審査結果の通知 

  提出された書類に基づいて審査を行い、参加資格要件を満たすものに対して企画提案書の

提出を要請する。 

 

７ 質問書について 

（１） 提出書類 

   質問書（様式第１号） 

（２） 提出期限 
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   令和 8 年６月 22 日（月）から令和 8 年６月 26 日（金）まで 

（３） 提出先 

湯前町役場 企画観光課 地域振興係  ※２（４）主管課参照 

（４） 提出方法 

質問書は、電子メールで提出することとし、事務局が当該電子メールを受領後、送信元

アドレスに受領確認の電子メールを送信するものとする。また、質問は原則として、本

業務委託に係る条件又は応募手続きに係る事項に限るものとし、具体的な提案内容に関

する質問には回答しないものとする。 

なお、電話や来庁等による口頭での質問は受け付けない。 

  ※件名は「湯前町ライフデザイン・結婚支援重点推進事業業務質問書（事業者名）」とす

ること。 

（５） 質問への回答 

   質問に対する回答は、質問者名を伏せたうえで、令和 8 年６月 30 日（火）までに湯前

町ホームページに掲載するものとする。 

 

 ８ 企画提案書等について 

  参加表明書を提出した者で参加資格があると認められたもの（以下「参加表明者」とい 

う。）は、次の（１）に掲げる書類を提出すること。ただし（２）の期限までに当該書類の 

提出を行わない参加表明者については、辞退したものとみなす。 

（１） 提出書類 

① 企画提案書の表題（様式第４号） 

② 企画提案書の内容（任意様式） 

内容、構成については、仕様書にある業務の目的及び内容の項目に沿うこと。 

③ 参考見積書（任意様式） 

④ 業務実績表（任意様式） 

⑤ 実施体制表（任意様式） 

（２） 提出部数 

・提案書（紙媒体） 1 部 及び 提案書（データ） 1 式 
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（３） 提出期限 

   令和 8 年７月 10 日（金）午後５時 00 分必着 

（４） 提出先 

  湯前町役場 企画観光課 地域振興係  ※２（４）主管課参照 

（５） 提出方法  

提出先に郵送（簡易書留）又は開庁日に持参すること。 

持参の場合は午前 8 時 30 分から午後５時 00 分まで（閉庁日を除く）受け付ける。 

併せて、提案書（データ）1 式を電子メールにて提出することとし、主管課が当該電子 

メールを受信後、送信元アドレスに受領確認の電子メールを送信するものとする。 

※メールの件名は「湯前町ライフデザイン・結婚支援重点推進事業業務質問書（事業者

名）」とすること。 

（６） 作成上の注意 

① 提案書（紙媒体）は、Ａ４版、長辺綴じ印刷とし、1 冊にまとめること。 

② 書類等の作成に用いる言語、通貨、単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量

（平成４年法律第５１号）に定める単位に限る。 

 

９ 一次審査（書類審査） 

   参加表明者が 3 者以上あり、かつ参加資格要件を満たすと認めたものに対し、一次審

査（書類審査）を行う。 

（１） 開催日時 

令和 8 年７月 14 日（火） 

（２） 一次審査の審査基準 

別表１の書類審査の２項目の合計点数の上位 3 者が二次審査（プレゼンテーション審査）

に進むものとする。採点基準については、別表１を参照のこと。なお、書類審査について

は「業務実績表」、「業務体制表」を基に採点を行う。採点の結果、同点となった場合

は、同種内容の受託実績数の多い参加表明者を上位とする。 
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＜別表１＞ 

評価項目 評価基準 配点 

① 業務実績表 
同種委託、又は関連する内容の業務実績をどの程

度有しているか。 
１５ 

② 業務体制表 

本業務を遂行するための人員配置は妥当か。ま

た、主担当者に十分な経験と能力を有する者を配

置しているか。 

１５ 

合    計 ３０ 

 

（３） 結果通知 

一次審査の結果については、審査終了後、参加表明者全員に表明書に記載された連絡先に

電子メールにて通知する。 

 

１０ 二次審査（プレゼンテーション審査） 

一次審査（書類審査）で採択された参加表明者について、二次審査（プレゼンテーション

審査）を行う。 

（１） 開催日時 

 令和 8 年７月中旬予定（詳細については後日連絡） 

（２） プレゼンテーションの方法 

 プレゼンテーションは、企画提案書の内容に沿って行うものとする。 

 プレゼンテーションへの参加人数は３人までとする。 

  プレゼンテーションの時間は、各事業者２０分以内（準備時間除く。）とし、その後質疑 

応答の時間を 10 分程度設けるものとする。 

  プレゼンテーションに当たり必要な機材等は、各事業者が用意すること。 

（３） 参加の辞退 

 参加表明書提出後、都合により辞退する場合は、参加辞退届（様式第５号）を令和 8 年

７月 10 日（金）必着とし、郵送（簡易書留）又は持参により提出すること。 

（４） 審査 
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（５） 本プロポーザルの審査は、本町職員等で構成する「審査委員会」によるものとし、

最高点を獲得した参加表明者を本業務の受託予定者とする。なお受託予定者に契約を締結

することができない何らかの事由が生じた場合は、次順位及びそれ以降の順位者を繰り上

げ、新たな受託予定者とする。 

（６） 二次審査の審査基準 

二次審査の審査基準は、別紙のとおりとする。 

（７） 選定結果の公表・通知 

二次審査の結果については、審査終了後、プロポーザルに参加した全参加表明者に電子メ

ールにて通知する。なお、受託予定者選定に至った経緯及び評価点の公表は行わないもの

とする。また、審査内容詳細説明や異議申立ては一切認めない。 

 

１１ 契約締結    

 １０において受託予定者に決定した参加表明者は、本町と企画提案書をもとに契約締結

のための仕様書確認等の協議を行った上で契約書を作成し、契約の締結を行う。また、契約

締結にあたっては、湯前町財務規則等に基づくものとする。 

 

１２ 失格条件 

 参加表明者及び受託予定者が、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は失格とする。 

① 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

② 企画提案の内容に虚偽がある場合 

③ ３の参加資格要件を満たさなくなった場合 

④ 他の参加者に対して不正な行為をしたと認められる場合 

⑤ 定められた以外の手法により、審査委員会又は関係者にプロポーザルに対する援助を直

接的又は間接的に求めた場合 

⑥ その他、本要領の事項に違反したと認められる場合 

 

１３ その他 

① １事業者が、複数の提案をすることはできない。 

② 企画提案等に要する経費は、すべて事業者の負担とする。 
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③ 提出された書類の返却はしない。 
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＜別紙＞ 

令和 8 年度湯前町ライフデザイン・結婚支援重点推進事業業務委託プロポーザル 

二次審査基準 

 

審査項目 評価項目 評価視点 配点 

組織 

（２０点） 

業務執行技術力 
当該業務を遂行するために必要な知識・

経験・実績があるか。 
２０ 

実施体制 

適切な業務を提供できる実施体制か（担

当者の配置、構成、工程の的確性、妥当

性）。 

１０ 

企画提案 

（５０点） 

提案内容の的確性 

参加者の集客が期待できる効果的な企画

提案内容となっているか。 
１０ 

仕様書の業務内容である『ライフデザイ

ン支援講座』の開催において、「マイン

ド」「自分磨き（外見）」「お金」とい

った 3 つの軸に沿った企画提案がなさ

れているか。 

２０ 

情報発信 

当該業務を実施するにあたり、本町の本

事業を広く周知し、集客に努めることが

できるか。また戦略的かつ効果的な手段

で媒体の提案がなされているか。 

１０ 

総合的理解度 

（３０点） 

スケジュール 

仕様書の内容を踏まえ、無理なく効果的

に実施可能なスケジュールとなっている

か。 

１０ 

プレゼンテーショ

ン及びコミュニケ

ーション能力 

当該業務に対する熱意や自信、プレゼン

能力やヒアリングの受け答えが優れてい

るか。 

２０ 

合    計  １００ 
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① 審査項目について 

 評価は、審査項目ごとの評価基準を参考とし、審査項目ごとの５段階評価とする。その際

「C 普通である」を基準とし、それよりもどの程度優れているか、劣っているかを判断する。 

 

配 点 評  価 得  点 

１０ A 当該審査項目において優れている 配点×1.0 

８ B 当該審査項目においてやや優れている 配点×0.8 

６ C 当該審査項目において普通である 配点×0.6 

４ D 当該審査項目においてやや劣っている 配点×0.4 

２ E 当該審査項目において劣っている 配点×0.2 

 


